
令和５年度 第１２回精華町立体育館・コミュニティーセンター

及び町内体育施設指定管理者連絡調整会議 議事摘録

■日時

令和６年３月２６日（火）１３時３０分～１５時００分

■場所

むくのきセンター 第５会議室

■出席者

精華町スポーツ協会

谷専務理事、山下事務局長、西田事務局次長、吉田主任

三幸（株）

百鬼大阪支店長、小川

精華町教育委員会教育部生涯学習課

田原課長、吉岡課長補佐、北川主事、仲村会計年度任用職員

■内容 進行：田原課長

１ 開会

【田原課長】

・生涯学習課の人事異動内示について

２ 議題

（１）指定管理者より

①令和６年２月の実績報告について

【スポーツ協会より】

・利用者数や利用件数など前年同月と比較しても特に大きな変化は見られ

ない。

・施設利用料金収入について、目標値に対して、２月末時点で１０７.３％

となっている。スポーツ・文化振興事業（収入）についても、目標値に対

して。２月末時点で１１０.４％となっている。

②施設維持管理について

【三幸（株）より】

・むくのきセンター加圧給水ポンプのインバーターについて、3/25（月）

に３台ある内の１台を交換した。

・エレベーター２・３号機保守管理業務（2/9）



・エレベーター１号機保守管理業務（2/14）

・自動ドア保守点検業務（2/15）

・むくのきセンター自家用電気工作物保守管理業務（2/15）

・打越台グラウンド高圧受電設備保守管理業務（2/15）

・巡回点検業務（2/28）

・消防設備点検業務（2/28）

・防火対象物定期点検業務（2/28）

③令和６年度体育施設再委託先について

・令和５年度の委託先と変更なく、令和６年度についても再委託を行う予

定である。

（２）精華町教育委員会より

・むくのきセンター加圧給水ポンプのインバーター交換について、支払い

事務を進めていく。

（３）その他

①修繕について

・令和５年度の修繕に係る予算について、残予算が１９,２２７円となって

おり、ほとんどの予算を執行することができた。

３ 連絡・報告事項

【教育委員会】

・指定管理に伴う、年度初めにしなければならない手続きや契約等を相談

して進めていたい。

４ 閉会


